
 

 

 

 

 

 

【保護者・地域との連携】 

○学校だよりや学校ホームページ、参観懇談会の機会

を利用し、学校の教育方針や生徒指導方針、子供の

表れを保護者や地域に発信し、理解と協力を得る。 

○PTA 本部や自治会、民生・児童委員などと子供の情

報を交換するとともに、日頃の連携を深める。 

○教育面談の日を設け、保護者と直接顔を合わせて話

し、連携を図る。 

【関係機関等との連携】 

○市教育委員会、児童相談所、警察署等と情報を共有

し、状況に応じて連携して指導を行う。 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、子育て応援課等、外部機関と情報交換を行い、

教職員に専門的な助言をもらう。 

【生徒指導体制・職員研修・方針点検】 

○子供に関する情報の共有化を図り、全職員が連携・協力し

て子供理解に基づいた指導・支援を意図的・計画的に行う。 

○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の

専門家を講師に招き、いじめ防止の研修を行う。 

○定期アンケート・学校評価等をもとに基本方針の点検と見

直しを行う。 

【未然防止】 

○教師が子供と接する時間を確保する。 

○子供からのサインを見逃さず、子供や保護者の訴え

を受け止める。 

○全教育活動を通して問い返しの指導を中心に自分

を振り返らせ、考えを深め、道徳的実践力を養う。 

〇「いじめをなくす学級会（みんなが安心して生活す

るための学級会）」を実施する。 

○SEL（社会情動的学習）を定期的に行い、自分を理

解し、人との関わり方のスキルを積み重ねていく。 

○学級経営や行事・特別活動に、子供たちが自ら考え

実践する自治的な活動を取り入れていく。 

○友達の良さを「ひびきあいタイム」で伝え合うこと

で、自己有用感や自己肯定感を高めていく。 

【早期発見】 

○子供の表情や言動、学級の雰囲気に注

目するとともに、日記や連絡帳等を活

用し、子供の小さな変化を見逃さない

ようにする。 

○アンケートを実施して学級、学年、学

校の子供の様子、学級における所属意

識や人間関係を把握し、学級経営や指

導に生かす。 

○担任だけでなく、全職員で子供の状況

を共通理解し、学校全体での連携を図

るようにする。 

【早期対応】 

○気になることがあった場合「一報メモ」によ

り報告する。必要に応じ関係職員でミニケー

ス会議を開く。 

○事実確認をし、いじめと認められる場合に

は、「いじめ対応フロー図」に沿って、速や

かにいじめ対策委員会を招集し、いじめの全

体像を把握し、今後の対応の方針や指導計

画、保護者への対応の仕方を決める。役割分

担をして指導に当たる。 

○いじめと認められなかった場合でも継続的

に観察、支援をしていく。 

○いじめに関わる情報を全職員、関係保護者と

共有し、途中経過も伝えていく。 

 

【継続支援・重大事態への対応】 

○必要に応じて、いじめ対策委員会を再招集

し、対応の方針や指導計画を見直す。周囲

の子供たちにも自分たちの問題として捉え

させ、これからどうしていくとよいか考え

させる。 

○保護者と連絡を取り合い、連携しながら指

導を継続していく。 

○重大事態の場合は、正確な情報を収集し、

速やかに市教育委員会等、関係機関に支援

を求める。 

○いじめ対策委員会のメンバーを中心に役割

分担をし、各方面への迅速な対応を行う。 
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              ○どの子もかけがえのない存在であり、いじめはしてはいけないことという姿勢で指導を行う。 

○いじめは、どこでも、誰にでも起こりうるという観点から、いじめ問題の解決・克服に向け、学校、保護者、地域が一丸となって取り組む。 

○係活動や委員会活動など子供の自発的な活動を通して、自分と他者との違いに気付く場を設定したり、子供が「なぜ?やってみたい!思いを

もち、自ら学び進める」授業を展開したりして、他者への貢献や自分の学びを実感することで、自己有用感を育てる。 

○「自分たちで課題を解決する授業」を通して、自己肯定感を高め、他者理解を深める。 

○全ての子供にとって安全で安心な学校づくり、学級づくりをめざす。 
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いじめ対策委員会 
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、該当学級の担任と学年主任、 

養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 

（場合により、ＰＴＡ会長、特別支援コーディネーターなど） 

 

全教職員 


